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こうぎんセミナー開催のお知らせ  

 

高知銀行（頭取 森下勝彦）は、「相続・生前贈与」をテーマとしたお客さま

向けセミナーを下記のとおり開催いたしますのでご案内いたします。なお、開

催会場の都合により事前予約制とさせていただいております。 

参加ご希望のお客さまは、お近くの当行本支店窓口または高知銀行営業推進

部までお申込みいただくようお願いいたします。 

 

記 

 

こうぎんセミナー（定員１０名） 

テーマ 大切なご家族のために 

     「相続・生前贈与」について考えてみませんか 

開催日時 平成３０年１０月２４日（水）午後２時～３時 

開催会場 
高知銀行 八幡浜支店（愛媛県八幡浜市須崎２番地の第２） 

ＴＥＬ ０８９４－２２－１８２０ 

講師 日本生命保険相互会社 

 

こうぎんセミナー（定員１０名） 

テーマ 大切なご家族のために 

     「相続・生前贈与」について考えてみませんか 

開催日時 平成３０年１１月 ７日（水）午後１時３０分～２時３０分 

開催会場 
高知銀行 宿毛支店（高知県宿毛市宿毛５３７６番地２） 

ＴＥＬ ０８８０－６３－０７７０ 

講師 日本生命保険相互会社 

 ※上記相談会はともに無料です。 

以 上 

 

 

 

  

こうぎん 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

高知銀行 営業推進部 

担当：松岡 TEL 088-871-1159 



 

 

日時：平成 30年10 月24 日（水）14:00～15:00 

場所：高知銀行 八幡浜支店 2Ｆ 

講師：日本生命保険相互会社 

住所：愛媛県八幡浜市須崎 2番地の第 2 

℡0894-22-1820 

こうぎんセミナー 

大切なご家族のため 

『相続・生前贈与』について 

考えてみませんか 
 

●参加ご希望の方は 

高知銀行八幡浜支店 

もしくは高知銀行営業

推進部 088-871-

1159 までご連絡くだ

さい 

●会場の都合上先着 

10名様とさせてい 

ただきます 
 

◎生命保険に関する留意点 

・個人年金保険・一時払終身保険は高知銀行が募集代理店としてお取

扱する生命保険商品です。預金ではありませんので預金保険の対象とはな

りません。また高知銀行による元本・利回りの保証はありません。 

・変額保険の積立金は国内外の株式・債券で運用しているため、株価や債

券価格の下落、為替の変動により積立金額、解約返戻金が払込保険料

を下回る場合があります。 

・外貨建の保険商品は外国為替レートの変動によりお受取になる円換算

後の死亡保険金額や年金額等が払込保険料を下回る場合があります。 

・これらのリスクはすべてご契約者に帰属します。また、引受保険会社が破綻

した場合には、生命保険保護機構により保護の措置が図られますが、ご契

約時にお約束した給付金額・年金額等が削減されることがあります。 

◎申込時にお聞きした個人情報は、セミナーのご予約ならびに資産運用に

関するご案内(商品・サービス等)を行うために利用させていただきますととも

に、社外秘とし慎重な取扱をいたします。 

 

株式会社高知銀行 

登録金融機関 四国財務局長(登金)第 8号 

加入協会/日本証券業協会 



 

 

日時：平成 30年11 月7 日（水）13:30～14:30 

場所：高知銀行 宿毛支店 

講師：日本生命保険相互会社 

住所：高知県宿毛市宿毛 5376番地 2 

℡0880-63-0770 

こうぎんセミナー 

大切なご家族のため 

『相続・生前贈与』について 

考えてみませんか 
 

●参加ご希望の方は 

高知銀行宿毛支店 

もしくは高知銀行営業

推進部 088-871-

1159 までご連絡くだ

さい 

●会場の都合上先着 

10名様とさせてい 

ただきます 
 

◎生命保険に関する留意点 

・個人年金保険・一時払終身保険は高知銀行が募集代理店としてお取

扱する生命保険商品です。預金ではありませんので預金保険の対象とはな

りません。また高知銀行による元本・利回りの保証はありません。 

・変額保険の積立金は国内外の株式・債券で運用しているため、株価や債

券価格の下落、為替の変動により積立金額、解約返戻金が払込保険料

を下回る場合があります。 

・外貨建の保険商品は外国為替レートの変動によりお受取になる円換算

後の死亡保険金額や年金額等が払込保険料を下回る場合があります。 

・これらのリスクはすべてご契約者に帰属します。また、引受保険会社が破綻

した場合には、生命保険保護機構により保護の措置が図られますが、ご契

約時にお約束した給付金額・年金額等が削減されることがあります。 

◎申込時にお聞きした個人情報は、セミナーのご予約ならびに資産運用に

関するご案内(商品・サービス等)を行うために利用させていただきますととも

に、社外秘とし慎重な取扱をいたします。 

 

株式会社高知銀行 

登録金融機関 四国財務局長(登金)第 8号 

加入協会/日本証券業協会 


